
【専任教員】

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

　経営学部 　経営学科 21 2 23 7 2 9 4 1 5 0 0 0 0 0 0 32 5 37

21 2 23 7 2 9 4 1 5 0 0 0 0 0 0 32 5 37

　法 学 部 　法律学科 15 4 19 3 1 4 3 1 4 1 0 1 0 0 0 22 6 28

15 4 19 3 1 4 3 1 4 1 0 1 0 0 0 22 6 28

　教育学部   発達科学科 21 13 34 8 5 13 3 2 5 1 0 1 0 2 2 33 22 55

21 13 34 8 5 13 3 2 5 1 0 1 0 2 2 33 22 55

57 19 76 18 8 26 10 4 14 2 0 2 0 2 2 87 33 120
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  経営学研究科   経営学専攻

  法学研究科   法律学専攻
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助 教講 師准教授教 授

　大学院経営学研究科及び法学研究科については、経営学部及び法学部の専任教員が兼務している。

【大学院設置基準　第８条】

３　大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。
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＜内訳と割合＞ 注）2026年度（2027.3.31現在満年齢）で記載

人数 上記に占める割合 人数 上記に占める割合 人数 上記に占める割合

年  齢

0 0.00%0.00%

4.60%

4.60%

1.15%

0.00%

0.00%

18.18%

21.21%

9.09%

18.18%

0.00%

27 22.50%

15

4 3.33%

21.21%

9.09%

3.03%

0.00%

14 11.67%

14 11.67%

5 4.17%

1 0

46～50 7 78.05%

41～45 11 3

36～40 4 1

12.64%

51～55

0.00%

～25 0 0

17.50%

61～65 20 7

56～60 12 3

22.99%

13.79% 12.50%

1 0.83%

31～35 4 0

26～30

13 6

17.24%
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0 0.00%

21

男 女

19 15.83%14.94%

※学長・副学長は含まない

71～ 0 0

66～70 15 6

専任教員年齢構成（大学全体男女別）

2026(令和8)年5月1日現在

性  別 男 女 計

人  数 87 33 120

男女比 72.50% 27.50% 100.00%



学  部 学生数
専任

教員数
非常勤
教員数

専任教員一人
あたりの学生数

非常勤教員を含む

教員一人あたりの学生数

経営学部 1,906 37 27 51.51 29.78

法 学 部 1,275 28 18 45.54 27.72

教育学部 2,054 55 72 37.35 16.17

合  計 5,235 120 117 43.63 22.09

2026(令和8)年5月1日現在

教員一人あたりの学生数


